
 

えるぼし認定 第２段階 

社会福祉法人朋愛会
ほうあいかい

 
住所：下関市長府才川２丁目２１－１ 

事業：社会福祉事業（高齢者福祉施設） 

労働者数：１４５人（男性２２人、女性１２３人）  
 

（※）くるみん認定とは、次世代育成支援対策推進法に基づき、仕事と子育ての両立を支援する企業を厚生労働大

臣が認定する制度です 

 
１ 採用 

【認定基準】 
男女別の採用における競争倍率（応募者数／採用者数）が同程度であること 

【実績】 
介護専門職 女性 1.0 倍／男性1.0 倍、介護職 女性1.0 倍／男性1.0 倍、 

調理員 女性 1.0 倍／男性1.0 倍 

２ 労働時間等の働き方 
【認定基準】 

雇用管理区分ごとの労働者の法定時間外労働・法定休日労働時間の合計時間数の平均が、直近の事業年度の 

各月ごとに全て45時間未満であること 

【実績】 

   正職員：介護専門職９.７時間、介護職7.8 時間、看護師8.4 時間、准看護師4.７時間、            

機能訓練士4.1 時間、管理栄養士5.９時間、栄養士3.８時間、調理員2.9 時間、               

歯科衛生士8.6 時間、事務9.9 時間、（用務員は実績なし） 

無期パート：0.1 時間、有期パート：0.7 時間 

３ 管理職比率 
【認定基準】 
管理職に占める女性割合が産業ごとの平均値以上であること  

【実績】 

   ５４.５％（産業平均値：４２.３％） 

４ 多様なキャリアコース 

【認定基準】                          【実績】 
直近の３事業年度に､以下について中小企業は1項目以上の実績を有すること    

A   女性の非正社員から正社員への転換                   ５人 

B 女性のキャリアアップに資する雇用管理区分間の転換           １人 

C 過去に在籍した女性の正社員としての再雇用               ２人 

D おおむね30歳以上の女性の正社員としての採用            １５人 
   

私どもは、特別養護老人ホーム、ケアハウスの経営をはじめ、訪問介護事業所、居宅介護支援事業所、デイ

サービスなどの在宅福祉事業を展開しています。経営の使命は「職員が仕事にやりがいと誇りをもてるようにす

ること」、そのためには「職員が安心して働き、休める環境を整備すること」が大事だと考え、職員の意見にも耳

を傾けながらできる限りの取り組みをすすめてきました。 

２０１３年の「くるみん認定」に続き、この度「えるぼし認定」を受けたことは、これまでの取り組みが評価された 

結果であると受け止め、これまでの取り組みに自信を深めるとともに、さらなる意欲を掻き立てられております。 

引き続き課題解決に向けて、役職員一同一丸となって取り組んでいく所存です。 

女性職員が安心して仕事をする上では、家庭状況（両親の介護や子供の有無）などのライフステージが大きく

影響します。事業所では、現場サイドの気持ちを汲み取って、働きやすい職場環境の整備に努めていただいて

おり、職員一人一人が大切にされていると感じます。 

今回の「えるぼし認定」は、当事業所は安心して働ける職場であることが認められた結果だと、大変嬉しく 

思っています。事業所も、自分自身も、これからもより一層成長できるよう頑張っていきたいと気持ちを新たにし 

ています。 


